
”やらされ感のコンプライアンス″ から
” 元気の出るコンプライアンス″ へ

コンプライアンスがイコール法令連守でないことは、多くの識者・ 專門家が指摘してきたと
ころであり、その限りでの共通認識は今日では一応できている、といつてよぃでしょう 。 単な
る法令の違守ではなく、広義の意味では社会的要請に対して企業の社会的責任として応えてい
くことであり、たとえば不祥事防止に対しては、必要な予防措置を事前にとることなど企業と
してのリスク管理にも及んできます。 ひとつの 「法令」 が定められる背景にはなんらかの社会
的要請があり、法令の規定をそのまま「遵守」すれば事が足りるということではなく、法令の
趣旨・ 目的については制定の背景をも含めて理解したうえで、その対応が必要とぃうゎけです。

すなわち「知識」よりも「意識」が重要とされるゆえんでもありますが、これまでのコンプ
ライアンス研修のプログラムは、どちらかといえば知識に重きを置いた上から下への一方通行
が多かったことは否定できません。 最近になってようやく、職場単位でも意識覚醒に資するよ
うな取り組みが一部でなされるようになりましたが、いまだ十分に定着してぃるとはぃいがた
い状況にあるといえましょう 。

この一人ひとりが考えることに関しては、 「それでも企業不祥事が起こる理由』 （國廣  正著、
日本経済新聞社刊） の中で、上から強制される「やらされ感」の強い研修ではなく、社員のモ
ラール向上が企業の持続的成長につながるように「元気の出る」コンプライアンスとして実務
が展開されることが本来であるとし、考えるコンプライアンスの重要性が強調されています。 
また、『思考停止社会一 「遵守」に蝕まれる日本』（郷原信郎著、講談社現代新書） では、「法令
遵守」の掛け声があたかも水戸黄門の「印籠」（ ＝ この紋所が目に入らぬかｌ ） のような働きを
し、これがマスメディアをも巻き込んで法令以外の社会規範にまで拡大、違守の名のもとに社
会全体が何も考えない 「思考停止」 の状態に陥っていることへの警鐘を鳴らしています。

金融庁が作成・ 公表している 「金融検査指摘事例集」 の昨年版でも、法令等遵守態勢の中に
「コンプライアンス・ プログラムの整備・ 周知はしているが検証が不十分」等の指摘がありま
した。 コンプライアンス統括部門、営業店ともども、新しい年は形式的な「やらされ感」から
脱し、新しいステージでの一歩すすんだ元気の出る 「考えるコンプライアンス」を指向してい
ただきたいと思います。 
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コンプライアンス・ オフィサ一認定試験  成績結果
昨年１０月２４日（日） 実施のく第２３回＞ コン

プライアンス・ オフイサ一認定試験の成績結
果がまとまりましたので、発表いたします。 
●金融コンプライアンス・ オフィサ一１ 級

成績結果は、〔表一１ 〕のとおりです。
応募者数１,０８６名中受験者は８３２名で、認定

者は２５２名でした。 認定率は３０．２９％、平均点
は５３．２０点で、前回並の結果となりました。 今
回の業態別結果としましては、信組、信連・農
協の認定率の低さが目立ちます。

問題では、〔問題一５ 〕会社法上の預合い
罪・ 応預合い罪、〔問題一６ 〕保証契約と利益
相反取引の２ 間が、４ 点台と低調でしたが、
そのほかは概ね良好でした。

〔問題一５ 〕は、預合い罪・ 応預合い罪の定
義および要件を記述し、それを事例に当て嵌
めてその成否を問うものですが、要件をあげ
ず、 ただたんにその成否を述べている解答、
また、過去において出題した最高裁判例（最
判昭和４２．１２．１４） を引用して預合い罪になら
ないとする解答が少なからずあり、預合い罪
が禁止される理由（資本充実の原則等） を述
べたものは皆無でした。 問題解説集に掲載さ
れている過去の問題に目が奪われ、預合い
罪・ 応預合い罪の禁止される理由・ 定義・ 要
件等に思い至らないように思われます。

〔問題一６ 〕は、取締役会設置会社との連帯
保証契約を締結するにあたっての金融機関が
行う確認手続の問題ですが、成績結果は両極
端に分かれました。 その原因としては、会社
法上の利益相反行為、 取締役会設置会社の機
能についての知識の有無が考えられます。 会
社法施行後４ 年以上が経過し、また、利益相
反行為は旧商法でもその概念は変わっていな
いことを考えると、さらなる学習が必要と思
われます。

全体的にみると、個々 の問題にっきその問
題点の整理がなされてぃなぃ答案が目立ちま
した。 過去の解答例だけを覚えるのではなく、
法律構造・ 実務の取扱い等立体的な理解が求
められます。
●金融コンプライアンス・ オフィサ一２ 級

成績結果は、〔表一２ 〕のとおりです。 

応募者数８,５７５名中受験者は７,６９３名で、認
定者は５,７８５名でした。 認定率は７５．２０％、平
均点６７．４６点で、目標値に比べても高い認定率
となりました。 認定率を下回った業態は、第
二地銀（６９％） 、信組（５５％） 、信連・ 農協（５９％） 
でした。

正答率が３０％ を下回った問題は、〔問一２３〕
大口信用供与規制の１ 問のみで、前回より５ 
問減少しました。   、

大口信用供与規制は、 出題頻度の高い問題
ですが、４ 答択一式で出題していたものを組
合せ式で出題したため、正答率が６０％ 台から
２０％ 台に低下しました。

また、受験者の方が誤解しているものとし
ては、〔問一１２〕約款取引の問題があげられま
す。 この問題は預金規定等が中心でしたが、
規制緩和にもとづく消費者保護の流れから、
金融機関に対しては逆に規制強化の面も出て
きてぃるにもかかわらず、規定に対する理解
不足、特に改正された規定に対する理解不足
が感じられます。
●保険コンプライアンス・ オフィサ一２ 級

成續一結果は、〔表一３ 〕のとおりです。
応募者数１,３７７名、受験者数１,１８６名、認定

者数３８３名で、認定率３２．２９％ という過去最低
の認定率となりました。

認定率は、前回の６２．３２％から３０．０ポイント
減少したことになります。

前回と今回を比べてみると３０％ 以下の問題
が５ 問と同数ですが、８０％以上の正答率の問
題が前回より４ 問減少し７ 問あったことや、
全体的に正答率が低いこともあり、今回の結
果となったといえます。

正答率３０％以下の問題のうち、〔問一３０〕告
知義務違反による解除、〔問一３１〕死亡保険金
の支払免責事由は、昨年４ 月に施行された保
険法の問題でしたが、新規問題であったこと
と１０月時点では各保険会社は死亡保険金等支
払管理に重点が置かれた態勢であったため、
契約の締結・ 保全面での学習が追いつけなか
ったことなどの原因から、ともに１０％台の正
答率となりました。

また、〔問一４０〕の損害保険代理店の自己契
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約・ 特定契約は、従来４ 答択一式あるいは個     １ 号～３ 号までしか刑事罰を受けず、４ 号の
数を問う形式で出題しており平均で５０％ を超      「特別利益の提供」 は保険会社に対する行政
える正答率でしたが、今回は４ 答択一式で内    罰のみが適用されることの理解不足によるも
容的にはほぼ同じ選択肢であるにもかかわら     のと考えられます。
ず低調でした。 括弧内の記述が誤りの理由と        〔問一４７〕保険募集人の登録拒否事由も、そ
いうのも一因に挙げられるかもしれません。      の資格とともに従来から個数を問う形式で出

〔問一４２〕の使用者責任は個数を問うもので、   題しているもので、かつ正答率も高いもので
使用者責任と保険業法の 「特別利益の提供」      したが、今回に限り低調でした。 「登録拒否」と
とを組み合わせた問題ですが、保険業法３００条      「取消」 を誤解したものと考えられます。
〔表一１ 〕金融コンプライアンス・ オフィサ一１ 級・ 業態別成績一覧表

都  銀  地  銀  信  託  第  二  信  金  信  組  信  連  労  金  生  保  証  券  他団体  全  体 特  銀  地  銀  農 協  損  保  個  人  
応募者数（ 名）  ２８  ３７１  ４４  １３１  ２１６  ４０  ７７  １７  ８  ０  １５４  １０８６ 
応基美比率（ ％ ）  ２．５８  ３４．１６  ４．０５  １２．０６  １９．８９  ３．６８  ７．０９  １．５７  ０．７４  ０． ００  １４．１８  １００．００ 
受験者数（ 名）  １９  ２８３  ２３  １０１  １７１  ３２  ６５  １０  ７  ０  １２１  ８３２ 
受験率（％）  ６７．８６  ７６．２８  ５２．２７  ７７．１０  ７９．１７  ８０．００  ８４４２  ５８．８２  ８７．５０  ０． ００  ７８．５７  ７６．６１ 
認定者数（名）  １０  ９３  ９  ３２  ４６  ５  １４  ６  ３  ０  ３４  ２５２ 
認定率（％）  ５２．６３  ３２．８６  ３９．１３  ３１．６８  ２６．９０  １５．６３  ２１．５４  ６０． ００  ４２．８６  ０． ００  ２８．１０  ３０．２９ 
平均点（点）  ５８．５８  ５４．４７  ５４．２２  ５３．５３  ５３．０２  ４８．９１  ４８．３２  ５５．１０  ５５．７１  ０． ００  ５２．６２  ５３．２０ 
年  － 齢（歳）  ４６．１  ３８．９  ４０．３  ４１．９  ４２．５  ４２．９  ４１．８  ３７．８  ４４．７  ０．０  ４４．９  ４１．５ 
動続年数（年）  ２３．５  １５．５  １７．１  １９．２  １９．７  １７．９  １８．８  １４．０  ２２．６  ０．０  １８．２  １７．８ 
〔表一２ 〕金融コンプライアンス・ オフィサ一２ 級・ 業態別成績一覧表

都  銀  地  銀  信  託  第  二  信  金  信  組  信  連  労  金  生  保  証 券  他団体  全  体 特  銀  地  銀  損  保  個  人  
応募者数（名）  ６６６  １８０１  ２２５  ５７９  １８２５  ７６０  １６３０  １５８  ２１  ９  ９０１  ８５７５ 
応募比率（ ％ ）  ７．７７  ２１．００  ２．６２  ６．７５  ２１．２８  ８．８６  １９．０１  １．８４  ０．２４  ０．１０  １０．５1  １００． ００ 
受験者数（ 名）  ６２２  １５７８  １９５  ５０３  １６４５  ６７８  １,５０８  １４１  １７  ８  ７９８  ７６９３ 
受験率（％）  ９３．３９  ８７．６２  ８６．６７  ８６．８７  ９０．１４  ８９．２１  ９２．５２  ８９．２４  ８０．９５  ８８．８９  ８８．５７  ８９．７１ 
認定者数（名）  ５８９  １３０７  １７９  ３４８  １,２５４  ３７４  ９０４  １１７  １７  ５  ６９１  ５７８５ 
認定率（％）  ９４．６９  ８２．８３  ９１．７９  ６９．１８  ７６．２３  ５５．１６  ５９．９５  ８２．９８  １００．００  ６２．５０  ８６．５９  ７５．２０ 
平均点（点）  ７６．６６  ６９．４９  ７４．５５  ６４．４５  ６７．５１  ６１．１８  ６２．３８  ６９．３３  ７４．２４  ７０．７５  ７０．８０  ６７．４６ 
年    齢（歳）  ４０．７  ３２．７  ２９．５  ３０．０  ３６．２  ３２．３  ３９．０  ３２．９  ４１．２  ２９．８  ３７．３  ３５．５ 
動続年数（年）  ｌ７．５  ９．３  ６．３  ７．４  １３．８  ９．５  １６．１  ９．２  １８．１  ６．４  １１．５  １２．２ 
〔表一３ 〕保険コンプライアンス・ オフィサ一２ 級・ 業態別成績一覧表

都  銀  地  銀  信  託  第 二  信  金  信  組  信  連  労  金  生  保  証  券  他団体  全 体 特  銀  地  銀  農 協  損  保  個  人  
応募者数（ 名）  ０  ９５  ０  ６  １０３  １９  １６９  １  ６６１  ０  ３２３  １３７７ 
応募比率（ ％ ）  ０． ００  ６．９０  ０．００  ０．４４  ７．４８  １．３８  １２．２７  ０．０７  ４８． ００  ０．００  ２３．４６  １００．００ 
受験者数（ 名）  ０  ８８  ０  ５  ９５  １６  １４９  １  ５５９  ０  ２７３  １,１８６ 
受験率（％）  ０． ００  ９２．６３  ０．００  ８３．３３  ９２．２３  ８４．２１  ８８．１７  １００． ００  ８４．５７  ０． ００  ８４．５２  ８６．ｌ３ 
認定者数（名）  ０  ３０  ０  ０  ２０  １  ２２  ０  ２０６  ０  １０４  ３８３ 
認定率（％）  ０．００  ３４．０９  ０． ００  ０． ００  ２１．０５  ６．２５  ｌ４．７７  ０． ００  ３６．８５  ０． ００  ３８．１０  ３２．２９ 
平均点（点）  ０．００  ５３．９１  ０．００  ４１．６０  ５１．４３  ４４．１３  ４７．１１  ４０． ００  ５５．３６  ０． ００  ５５．６１  ５３．７４ 
年    齢（歳）  ０．０  ３８．１  ０．０  ３９．０  ３９．７  ３８．６  ３６．１  ２８．０  ４１．９  ０．０  ４１２  ４０．５ 
勤続年数（年）  ０．０  １５．５  ０．０  １１．６  １６．６  １６．４  １３．３  ４．０  １７．７  ０．０  １６．１  １６．５ 
＊  認定基準は６０点（以上） です。 表中の平均点・ 年齢・ 勤続年数は受験者の数値です。 
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新興国へのＣＳＲ対策にシフ
～２０１０年ＢＳＲ年次大会から～ 

ト

ＢＳＲ（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｆｏｒ Ｓｏｃｉａl Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ） 年次大会は、２０１０年１１月２ 日から５ 日まで、
ニューヨークで開催され、今回も取材を兼ねて弊会からも参加しました。 大会には世界各
国のＣＳＲ関係者が集まり、参加者は講演や分科会、そして参加者との情報交換を通じ、 ＣＳＲ 
の諸問題に関する新しいアイデアや実践的な問題解決方法等を探ります。 今年は企業、
ＮＧO、大学、行政等から１,１００人の参加者で盛大に行われました。

今年の参加者の最大の関心は「中国（市場）」でした。 背景には、中国．に進出した欧米企
業が抱える労働問題、環境問題等が挙げられます。 この大会の１ 週間前には名古屋で 「生
物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１０）」が、そして１ ヵ月後にはメキシコのカンクンで「気
候変動枠組条約締約国会議（Ｃopt６）」が開催されましたが、先進国と新興国・ 発展途上
国との対立は続いたままです。 このような世界中からいろいろなセクターが集まる交流は、
更なる広がりが必要であり、また期待されていることと改めて感じました。 

〔２이１ 年度６ 月実施〕
コンプライアンス・ オフィサー ／個人情報保護オフィサ一認定試験のご案内

〔コンプライアンス・ オフィサ一認定試験〕
実施日  受付期間  実  施  種  目  出題形式  実施時間  受験料 

２０１１年  金融コンプライアンス・  事例付記述式  １３：３０～１６：３０  ６,３００円 
４月１ 日的～  オフィサ一１ 級  （１８０分）  （税込） ２０１１年  ４月２１日因  金融コンプライアンス・  四答択一式  １０：００～１２ ：３０  ４,２００円 ６月５ 日（日）  必  着  オフィサ一２ 級  （１５０分）  （税込） 

〔個人情報保護オフィサー 認定試験〕
実施日  受付期間  実  施  種  目  出題形式  実施時間  受験料 

２０１１年  
４月１ 日的～  金融個人情報保護  三答択一式／  １０：００～１２：３０  ４,２００円 ２０１１年  ４月２１ 日Ｃお  オフィサ一２ 級  事例付記述式  （１５０分）  （税込） ６月５ 日（日）  必 着  

－４－ 


